
 

島田市川根温泉及び島田市川根温泉ホテル指定管理者候補者選定結果 

 

島田市川根温泉条例（平成20年島田市条例第17号）第７条の規定による島田市川根温泉及

び島田市川根温泉ホテル条例（平成25年島田市条例第33号）第６条の規定による島田市川根

温泉ホテルの指定管理者の指定に当たり、島田市指定管理者候補者選定委員会規則（平成27

年島田市規則第54号）第２条第１項の規定により次のとおり指定管理者の候補者を選定した

ので、その結果を公表します。 

 

１ 選定結果 

島田市川根温泉及び島田市川根温泉ホテルの指定管理者の候補者は、かわね創造

コンソーシアムとする。 

 

２ 選定経過 

(1) 募集期間 令和５年８月１日から令和５年９月15日まで 

(2) 島田市指定管理者候補者選定委員会の開催 

 開催日 内容 

第１回 令和５年７月13日 選定事務の概要（募集要項の内容等）について 

第２回 令和５年10月12日 申請者に対する面接審査による指定管理者候補者

の選定について 

 

３ 申請者 

名称 所在地 

かわね創造コンソーシアム 

代表企業 株式会社川根町温

泉 

静岡県島田市川根町笹間渡 220 番地 

 

４ 審査結果 

申請者名称 

評価項目及びその平均評価点数 

総合評

価点数 

１ 
事業計画の
内容 

２ 
施設の管理
運営 

３ 
収支計画 

４ 
団体の能力
及び適格性 

５ 
施設の特殊
性に着目し
た項目 

かわね創造コンソーシア

ム 
3.44 3.47 3.37 3.63 7.56 21.47 

備考 選定の方法は、次のとおりである。 
(1) 評価は、島田市指定管理者候補者選定委員会の各委員が、評価項目ごとに設けられた評価

内容について「５優れている、４やや優れている、３普通、２やや劣っている、１劣って
いる」の５段階で行う。 

※評価項目５については10点配点のため、「10優れている、８やや優れている、６普通、４
やや劣っている、２劣っている」の５段階 
なお、評価内容は次のとおりである。 

 
 



 

評価項目 評価内容 

１ 事業計画

の内容 

施設の管理を完遂できる事業計画か。 

施設の設置目的を十分に果たす計画か。 

事業計画及びスケジュールに無理はないか。 

職員配置、職員数及び採用計画は妥当か。 

施設の利用を公平に行う配慮がなされているか。 

地元企業の活用、地元雇用の促進等、地域振興に寄与する計画か。 

２ 施設の管

理運営 

利用者の意見を管理運営に反映できるか。また、利用者の利便性の向上に配慮

されているか。 

施設の設置目的及び機能を理解しているか。 

柔軟なサービス提供の取組が期待できるか。 

緊急時の対応が図られているか。 

個人情報保護の措置が図られているか。 

３ 収支計画 収支予算の内容は適切であるか。 

経費の圧縮が図られているか。 

安定的な収入を得るための計画か。 

他の施設運営においての実績が収支計画に影響を及ぼさないか。 

市の歳出の軽減を図れるか。 

４ 団体の能

力及び適格

性 

指定管理者制度の趣旨を理解しているか。 

管理を行うのに十分な管理組織となっているか。 

特定の政治団体、宗教等を偏重していないか。 

最近の活動内容に評価する点はあるか。 

施設の運営に対する意欲があるか。 

５ 施設の特

殊性に着目

した項目 

一体的な運用により効率的な管理運営体制となっているか。 

民間の能力やアイデアを活かし、両施設の利用者増や収入増などの相乗効果を

実現できる計画となっているか。 

自主事業の実施を通じて、温泉に親しむ人を新たに開拓する計画となっている

か。 

 

 

(2) 各委員の評価点数を評価項目単位で集計し、これを評価内容の数で除した点数を、各委員の
「平均評価点数」とする。 

(3) 全ての委員の「平均評価点数」を評価項目ごとに合計して委員の数で除した点数（小数点以
下２けた未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数）を「委員会の平均評価点
数」とし、その合計を「総合評価点数」とする。 

(4) 「総合評価点数」の最も高いものを指定管理者の候補者として選定するものとする。ただ
し、「委員会の平均評価点数」に３点未満（評価項目５は６点未満）の点数がある団体は、
指定管理者の候補者の選定対象としない。 

 


